
報告・協議２  

 

銃砲刀剣類登録審査委員の選任に係る基本方針について  

 

 銃砲刀剣類登録審査委員の任期が令和４年４月 19 日をもって満了するため，

次期委員の選任に係る基本方針を別紙のとおり定めることについて協議します。 

 

  令和４年３月 24 日 

 

広島県教育委員会教育長  平 川  理 恵  
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銃砲刀剣類登録審査委員の選任に係る基本方針について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 銃砲刀剣類登録審査委員 

根 拠 規 定 

 銃砲刀剣類所持等取締法第 14条第３項 

 銃砲刀剣類登録規則第２条  

 銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則 

任   務 

教育委員会の指示を受けて，火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑

定の職務に従事する。 

※銃砲刀剣類登録規則第３条第１項 

委員の定数 
４名以内 

※銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則第２条 

委員の現員 ４名 

委員の任期 
２年（令和４年４月 28日～令和６年４月 27日） 

※銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則第３条第１項 

勤 務 形 態 
非常勤 

※銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則第４条 

報酬（令和３年

度） 
10,300円／日 

審査会の年間 

開催予定回数 
９～10回 

選考基準 

１ 銃砲刀剣類所持等取締法及び銃砲刀剣類登録規則に基づき，美術品

若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美

術品として価値のある刀剣類の鑑定が可能な学識経験者のうちから

選任する。また，男女共同参画に努めるものとする。 

２ 次のいずれかに該当する者は，選任しない。 

 ⑴ 最初の任命時において，70歳を超える者 

 ⑵ 再任の場合において，任期中に 75歳を超えることとなる者 

 ⑶ ５期を超える者 

 ⑷ 美術商・古物商その他銃砲又は刀剣類の売買仲介等を営む者 

 ⑸ 銃砲刀剣類所持等取締法に違反した者及び同法に関連する係争

に関係している者 
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銃砲刀剣類登録審査委員名簿 
令和４年３月 24日 

１ 名称 

   銃砲刀剣類登録審査委員 

２ 主管課 

   管理部文化財課 

 ３ 設置根拠 

   銃砲刀剣類所持等取締法第 14条第 3項 

   銃砲刀剣類登録規則第２条 

   銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則 

 ４ 所管事項 

   県教育委員会の指示を受けて，火 

縄式銃砲等古式銃砲及び刀剣類の鑑 

定の職務に従事する。 

 ５ 定数 

   ４名以内 

 ６ 構成 

   ４名 

 ７ 任期 

有 ・ 無 

令和４年４月 19日まで 

 ８ 選任要件 

   銃砲又は刀剣類に関し学識経験の 

ある者 

（銃砲刀剣類登録規則第２条） 

ふ り が な 

氏  名 
年齢 現職 期数 

石
いし

 岡
おか

 清
きよ

 秀
ひで

 68歳 
公益財団法人日本美術刀剣保存協会会員 

広島県美術刀剣保存協会理事 
５期 

井
いの

 上
うえ

 隆
たか

 文
ふみ

 64歳 

会社員 

公益財団法人日本美術刀剣保存協会会員 

広島県美術刀剣保存協会会員 
１期 

宇
う

 吹
すい

 寿
とし

 一
かず

 58歳 

会社員 

公益財団法人日本美術刀剣保存協会会員 

広島県美術刀剣保存協会理事 

１期 

沖
おき

 本
もと

   賢
けん

 53歳 

会社員 

公益財団法人日本美術刀剣保存協会会員 

広島県美術刀剣保存協会会員 

石州刀剣会理事 

１期 

 

注 50音順に記載 

 

 


